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独立行政法人勤労者退職金共済機構会計規程

令和元年６月３０日改正

（第１章から第５章省略）

第６章  契 約

（契約の方式）

第３１条 機構は、売買、賃貸、請負その他の契約を締結する場合には、第３３

条及び第３４条に定めるところにより、指名競争契約又は随意契約に付するこ

とができる場合を除き、公告して申込みをさせることにより一般競争入札によ

り契約を締結するものとする。

２ 契約については、第３２条から第３７条に定める事項以外の取扱いについて

は、別に定める。

（一般競争契約の方式）

第３２条 機構は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、次に掲

げる事項を公告して申込みをさせることにより行うものとする。

（１）一般競争入札に付する事項

（２）一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項

（３）一般競争入札執行の日時及び場所

（４）入札保証金に関する事項

（５）その他必要と認める事項

（指名競争の要件）

第３３条 機構は、次の各号のいずれかに該当する場合には、指名競争入札によ

り契約を締結することができるものとする。

（１）契約の性質又は目的により競争に加わる者が少数で一般競争入札による

ことが適当でないと認められるとき

（２）一般競争入札により契約を締結することが不利と認められるとき

（３）契約の予定価格が少額であるとき

（随意契約の要件）

第３４条 機構は、次の各号のいずれかに該当する場合には、随意契約によるこ

とができるものとする。

（１）契約の性質又は目的により一般競争入札及び指名競争入札（以下「競争

入札」という。）によることが適当でないと認められるとき

（２）緊急の必要により競争入札により契約を締結することができないと認め

られるとき

（３）競争入札により契約を締結することが不利と認められるとき
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 （４）契約の予定価格が一定額以下の少額であるとき 
 （５）競争入札を行った場合において、入札者がないとき 
 （６）競争入札を行った場合において、再度入札を行っても落札者がないとき 
（７）競争入札の不調等が生じた場合において、中期計画等の達成が困難とな

るおそれがあるとき 
 （８）現に契約履行中の工事、製造、加工若しくは修理又は物品の購入に直接

関連する契約を現に履行中の契約の締結者以外の者をして履行させること

が不利であるとき 
 （９）随意契約によるときは、時価に比べて著しく有利な価格で契約できる見

込みがあるとき 
（10）慈善のため設立した救済施設から直接に物件を買い入れ若しくは借り入

れ又は慈善のため設立した救済施設から役務の提供を受けるとき。 

（落札） 

第３５条 競争入札は、第３２条第２号に掲げる入札資格のない者による入札又

は入札に関する条件に違反した入札を除き、予定価格の制限の範囲内で最低又

は最高の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。ただし、支払の

原因となる契約について相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、

その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認め

られるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこと

となるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制

限の範囲内をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをし

た者を当該契約の相手方とすることができる。 
２ 契約の性質又は目的から前項の規定により難いものについては、予定価格の

制限の範囲内で価格その他の条件が機構にとって最も有利な申込み(同項ただ

し書きにあっては、次に有利な申込み）をもって落札とすることができる。 

（契約の解除） 
第３６条 機構は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約を解除しなけ

ればならない。ただし、契約の存続が機構の利益に適合すると認められる場合

は、この限りではない。 
 （１）正当な事由なくして契約期間内に履行を完了しなかったとき又は履行完

了の見込みがないとき。 
 （２）契約の履行につき不正行為があったとき。 
 （３）契約の履行に関し、故意に機構の職員の指揮監督に従わなかったとき。 
 （４）その他機構の都合により必要と認めたとき。 
２ 前項の規定により契約を解除したときは、遅滞なく、相手方に通知しなけれ

ばならない。 



 3

（一般競争契約に関する規定の準用） 
第３７条 第３２条及び第３５条の規定は指名競争契約について準用する。 
（契約監視委員会） 
第３７条の２ 機構の契約の点検、見直しを行うため、監事及び外部有識者からな

る契約監視委員会を設置する。 
２ 契約監視委員会の設置に係る規程は別に定める。 
 
（以下略） 


